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徳
島
県
告
示
第
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
一
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

株
式
会
社
池
田
タ
ク

三
好
市
池
田
町
ト
ウ
ゲ
一
四
五

株
式
会
社
池
田
タ
ク
シ

三
好
市
池
田
町
ト
ウ
ゲ
一
三
八

訪
問
介
護

令
和
元
年
十
月

令
和
元
年
十
二

シ
ー

番
地
七

ー

番
地
一
〇

二
十
五
日

月
一
日

有
限
会
社
シ
ノ
ハ
ラ

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
四

シ
ノ
ハ
ラ
機
能
訓
練
デ

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
四

通
所
介
護

同

同

十
一

一
二
番
地
の
六

イ

一
二
番
地
の
六

十
六
日

月
三
十
日

株
式
会
社
な
か
た

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁
目
七
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
か
た

徳
島
市
北
田
宮
一
丁
目
一
番
四

同

同

十
一

同

番
地
一
九

田
宮
店

号

月
十
九
日

二
十
九
日



徳
島
県
告
示
第
十
三
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
好
市
東
祖
谷
菅
生
六
〇
七
の
一
三
か
ら
六
○
七
の
一
五
ま
で
（
以
上
三
筆
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め



徳
島
県
告
示
第
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
一
月
十
四
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

２

三
好
市
山
城
町
上
名
字
ア
サ
ゼ
七

７

上
名
西
宇

二
二
・
四

令
和
二
年
一
月
十
四
日

七
九
番
一
地
先

２



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
一
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
一
月
十
四
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

香

川

征

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
若
し
く
は
第
四
号
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


